
千葉市告示第４１５号 

  

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）７８条の５第２項、第８２条第２項及び、介護保険法第

１１５条４５の第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及

び指定事業者の廃止の届出がありましたので、同法第７８条の１１、第８５条及び千葉市介護予防・

日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第１０条第１項の規定により告示します。 

 

令和５年５月１６日 

                      

千葉市長 神 谷 俊 一  
  
 
 
 
 

事業者の名称 
指定に係る 

事業所の名称 

事業所（施設）の所

在地 
サービスの種類 

廃止年月

日 

社会福祉法人泉

寿会 

いずみ苑デイサービ

スセンター 

千葉市若葉区中田町

1044番地 55 

地域密着型通所介護 

通所介護相当サービ

ス 

令和 5年

4月 30日 

株式会社ダンロ

ップスポーツウ

ェルネス 

ウェルネスパーク稲

毛海岸 

千葉市美浜区高洲 3-

10-1 サンフラワー

ビレッジ稲毛海岸 

居宅介護支援 
令和 5年

4月 30日 

株式会社みずほ

コミュニケーシ

ョンズ 

株式会社みずほコミ

ュニケーションズ 

千葉市花見川区検見

川町 5-2240-4 
居宅介護支援 

令和 5年

3月 31日 

 

 


